
Ｒ５「校則見直し」生徒総会での提案・要望（理由）と見直し結果

提案① アルバイトの条件の緩和（社会経験を積む等の理由でも許可してほしい。）

→「アルバイトは原則として禁止」「社会勉強という理由では許可しない。」を削除。
「注意事項」、「禁止条件」は維持し、学校生活を優先する条件で許可する。

提案② 頭髪・化粧・メイクの自由化、身だしなみの改善（個性を生かすため。）

→現状継続。松高生としてふさわしい服装・頭髪、社会でも認められる身だしなみが必要。

提案③ 教室での防寒着着用（女子は冬服の中に着込めない。体調管理のために必要。）

→現状継続。教室内は暖房で対応する。体調等に合わせて異装を許可する。

提案④ 食堂でのＰａｙＰａｙ利用（キャッシュレス払いにすることで時短にもなる。）

→現状継続。食堂の運営上、変更できない。

提案⑤ 靴下の規定の緩和（華美でなければ良いのではないか。）

→「無地の白、黒、紺色でワンポイントは可」を「華美でないもの」に変更。

提案⑥ 更衣時期の自由化（個人の判断に任せても良いのでないか。）

→「原則として６月１日・10月１日とする。気候、気温によりその都度、指示する。」を
「式典時は６月１日から夏服、10月１日から冬服とする。」に変更。

提案⑦ 体育館シューズの自由化（部活動のシューズ、安価な靴でいいのではないか。）

→現状継続。体育や集会時の制服であり、体育館を傷めないためにも体育館シューズが必要。

提案⑧ 自転車置き場横の時計の修理（登校時に時間を確認したい。）

→修理費用を、引き続き県に要望する。→１１月１日に修理完了。

提案⑨ 女子制服ネクタイの変更（結ぶのが難しく長さや形に統一感がない。）

→業者の都合もありすぐに変更はできないが、引き続き検討していく。

提案⑩ 行事や部活動後の体操服・練習着での帰宅（体操服・部活着なら良いのでないか。）

→現状継続。制服で帰宅することが松高生としてふさわしい。

提案⑪ ３年生の遠足実施（１年生で修学旅行、３年生で遠足に行きたい。）

→２月に１年生は修学旅行、２年生は遠足に行く予定にしている。


